
宮崎県教育研究連合会

管理職等任用試験練習問題(2016年度版)

（解答編）

１ 練習問題です。研修会までに、各自で、内容を研究しておいて下さい。研修会で

は、模範解答を示し、内容を検討します。ただし、問題数が多いので、全ての問題

について、事前に検討する時間はないかと思います。問題に目を通すだけでも結構

です。

２ 内容を欲張りすぎたので、相当に、設問が多くなりました。また、解答欄が、狭

いかも知れません。その場合は、別紙等にお願いします。

３ 全て（校長教頭 共用）として作問してあります。しかし、設問によっては、「教

頭として」等の指定があるものもあります。その場合は、各自の受験される職種に

読み替えて解答をお願いします。

４ 今回の内容は以下の通りです。過去の宮崎県の出題傾向を勘案し、あまり出題さ

れていない内容項目を中心に作問しました。

１ いじめ防止

２ 児童生徒への懲戒

３ 体罰問題

４ 道徳教育の充実

５ 教科用図書

６ 信頼される学校づくり～保護者・地域との連携

７ 信頼される学校づくり～教職員の資質向上
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１ 「いじめ防止」《校長・教頭 共用》

平成25年９月にいじめ防止対策推進法が施行されました。これについて、次の設問に簡潔に答えなさい。

(1) この法律におけるいじめの定義を述べなさい。

(2) この法律では「学校いじめ防止基本方針」の策定が義務づけられています。この「いじめ防止基本

方針」とはどういうものですか。

(3) あなたの学校のいじめ防止基本方針の基本理念はどのような内容ですか。

(4) 同法では、「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」の設置が義務づけられています。

あなたの学校では、どのように設置していますか。構成員、開催時期等を述べなさい。

(5) 学校いじめ防止基本方針は、点検と見直しが必要です。どのような点に留意して、点検・見直しを

すべきか、あなたの意見を述べなさい。

Ṓṛṓ ұዙዾἼࡠἨἷẩকៃұዙዾἝፑἪഁࠓἼፑἨἷἕዾকៃұዙዾἹࠪ͜Ἷαᆋ

ЛἼἓοἿұዙዾἝᜊোႵᆋὀ၈ႵᆋἻথᮧὣͥἙᜊ࿚ếὨᾷᾃ̵ᾑᾇᾌὣᥨἩἷᜊ

ὠὝὓἿὣὑẪỀἸἓἴἷẩকៃᜊ࿚ἿࡠᡈἹἻἴἰұዙዾἝোᣯἿᖇᅕὣἩἷἕὓἿẪ
ếǥἕἩὒยࡠጇୖᥳຢṜಲỀ

ṒṜṓ ἼἛἢἕἩὒഁࠓἼἩẩἿഁࠓἨἰ͢ἸẩಙᨃὣܒὕᇁἿἕἩὒยۋ

ยዾἿἰὒἿࡠጇἼἪܒಙᆋἻᨃὣࠪὒὓἿἸἓẪếǥἕἩὒยࡠጇୖᥳຢổỗಲỀ

Ṓṝṓ ಙഁἿἕἩὒยܒಙᨃὀẩἕἩὒἿยἿἰὒẩҹᄀসἼịἕἩὒὀἨἷឦἦὝἻ

ἕỌἤἹὣႵឍἦἬẩᄀসἿᡂἜἻணὕᦇোẫΚἕἿαഊὣࡪ᧸ἨװἙ੪ॄἻἺẫোἿᥨ

αЛὣඥጭἝݸΖἱἹἨἰ͢ἸẩἕἩὒἿಓᆃἿዉἷẩἕἩὒὉἿࡠӹຢὕ۟

ẫЛෛἹἿἿຢἻἺἼἵἕἷẩඏᝯὣࠪὒἷἕẪे࠹ὕ܌

ṒṞṓ ಙഁἿἕἩὒยࡠጇᎲᐟὀẩịἕἩὒͤᆄഁࡠጇـϜỌἸἪẪഁ᫅ậᮺậᄀসଣ

भϐẩᯮᠮ៹ἜඥષἨἷἕẪৌᝯἼἩἷẩώέ̵ᾯὯὪᾷᾭ̵ἼὓҸࠓׯΖẩ

ἴἷὓἴἷἕẪ๎ಆ಄ᎰᥲἼẩಆổॄᫌѲἨἷἕẪ

Ṓṟṓ ಙഁἿἕἩὒยܒಙᨃὀẩबષỖộभॄಘἼጇࠪἨἰὓἿἸἓὛẩἮἿẩᆷἨὣᜊ

ἴἷἕἻἜἴἰẪἮἤἸẩಙഁἼἛἕἷὀẩωͣἿὙἻ࿙Ἰ࿙ậᆷἨὣἨἰἕẪ

ȩ όὨέᾯἸ࿙ậᆷἨὣᜊ

੪ἝἓẪ࿙ἹЯรἝἓἴἷἢὝἷἕἻἕᜊἼἱἢἨἜᆵἝಙᨃἿዉഒἹܒ

ὒἷՕᆋἻܒಙᨃἹἻἹᒈἙẪ

Ȫ ἕἩὒยܒಙᨃᾅὫᾇέύ̵ᾌἿϷષἹ

ᒈዉᓈோጇᇿካἜबષṜṠभổổಆἼԅἦὝἰᾮ̵ᾙᾰᾇᾌἼቃἦὝἰᾅὫᾇέύ̵ᾌۋ

ἼẩಙഁြὣϷષἨẩᒭـἼὙ឵ГὣỖࠓಓಘἼἨẩᯃὣటἜἼἨἷẩை٫࿙Ἷ

មὣᜊẪ

ȫ ងᆋἻଣෂὣᄄἕ࿙

֢ἼἕἩὒὕαἿᾌᾭᾚᾯዾἿἿܾ༓ἱἢἸὀἻἠẩഁࠓᎷڀᾗὼᾫᾷὕഁࠓἿᓈᆋ

ᯃἼܒἶἠ឵ഁࠓГἹӀᥨἿଣෂὣὓἹἼẩಓরἨἰݪցἝὝἷἕἜἺἜὣ឵ГἪ

ἻἺἨἷẩܒಙᨃἿᆷἨὣᜊẪ
ǥ बષỖỚभṛṛಆἼۋዉᓈோጇᇿካἜẩịഁࠓἿἕἩὒยܒಙᨃἿ࿙ậᆷἨỌἼἵἕἷἿᾮ̵ᾙ
ᾰᾇᾌӋࠄἝᆃᜊ᾿ҽᫌἦὝἷἕẪᾮ̵ᾙᾰᾇᾌἸὀẩផᄏἿዉഒẩᜊẩ࿙ẩЯรἹἕόὨέᾯὣؔಓᆋἼᜊ
ἕை٫ὣᐫὛ᥆ἨἷἕἠἤἹẩٟᯃἝᢧἷἕἻἕἜѡҹἼᓈષἦὝἷἕἹᇷᎿᆋἼᒈἙἫẩࠪಓᆋἻ࿙ὣᜊ
ἴἷἕἠἤἹẩגᎲԪἿ੪ὣధἨἰងᆋἻଣෂὣᄄἕἰגᎲ឵ГὣᜊἤἹἻἺἝቃἦὝἷἕẪ
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２ 「児童生徒への懲戒」《校長・教頭 共用》

次の設問に簡潔に答えなさい。

(1) 学齢児童・生徒への懲戒は誰が行うか書きなさい。

(2) 児童・生徒の懲戒について規定している法令は何法の何条か。

(3) 「校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当っては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な

配慮をしなければならない」と規定している法令は何法の何条か。

(4) 児童・生徒への懲戒の種類を２つ書きなさい。

(5) ①懲戒の性格について説明しなさい。②また、懲戒の具体例を４つ書きなさい。

(6) 公立学校の校長は学齢児童・生徒を退学・停学処分にできるか書きなさい。

(7) 児童・生徒に懲戒を加える際の留意事項について、管理職として若手教員をどう指導するか法令等

を踏まえて述べなさい。

(8) 清掃終了後、校内を見回っていると、昇降口付近から教員の大きな声が聞こえてきた。様子を見る

と、教員が数人の児童を正座させたまま、かなり感情的な口調で叱責している。このような場合、管

理職（教頭）としてどう対応するか述べなさい。

Ṓṛṓ ഁ᫅ὄـ

ṒṜṓ ᓈຢṛṛಲഁࠓ

Ṓṝṓ ᓈຢᜊԦṜṠಲഁࠓ

ṒṞṓ ậצἴἰὛẩංͳࠪ͜ἿషዉἰἬἻἺẩຢᆋՕ್ὣϡὠἻἕịΖᜊ࿚ỌἹἨἷᜊ

દહẪậᥗࠓὕѠࠓἻἺẩұዙậᄀসἿᓈὣדἢ۟ϫὕԙἼݪՠὣὓἰἪịຢᆋՕ್Ọ

ὣϡદહẪ

Ṓṟṓ ȩ৮ഊẮഁࠓἼἛἢᓈᆵᆋὣᦈષἪἰὒἼẩұዙậᄀসἼࡠἨἷᜊὠὝὓἿἻἿἸ

ᓈᆋἿͣἼᜊὠὝὊὓἿἸἓὛẩᓈϷᄄἿ͜ჟἹἨἷἿ৮ഊὣಇἪẪ

❶ ❷ ❸ ❹ȪӃϰЇẮ ᡤὕຬצ ᥗࠓ Ѡࠓ លؐ

ṒṠṓ ҽዉậͳഁࠓἼἛἕἷὀᥗࠓӹԋẩѠࠓӹԋἹὓἼᜊἤἹἝἸἻἕếἰἱἨẩҽዉἿ

ͳዾᓈഁࠓἿԪಓኆẩϾឥ۶ͳഁࠓዾἿࠓᵨᄀসἿװܣὀẩᥗࠓӹԋὣדἢἷὓҽዉ

ἿͳഁࠓዾἼࠓࡹἸἤἹἝຢᆋἼЩᬣἦὝἷἕἿἸẩকៃᄀসὣᥗࠓἦἬἤἹἝἸẪ

ἻἛẩࠓᵨұዙậᄀসἿѠࠓӹԋὀҽዉậታዉἿԗὕഁࠓኑԗἼὠἫἸἻἕỀẪ

Ṓṡṓ દહὣᜊἼἓἰἴἷὀẩұዙậᄀসἿোᣯἿᆃᦈἼἫἻἺẩᇄἼᓈ͢ৌᝯἻ

ὣὓἴἷ੭᧸ἜἵᆋሦἼᜊἤἹἝὒὝẪἰẩโậᣟἻἺἿϰᑕὀഁࠓᓈຢṛṛಲἸ

ቝยἦὝἷἛὛẩᏉࡠἼἨἷὀἻἻἕὓἿἸἓὛẩ͟Ἕ͜ϰᑕὣἨἷἨἴἰદહӹԋἿࡠᡈἹ

ἻἱἢἸἻἠẩװܣἼὙἴἷὀԑΖ͢ậΖ͢ἿᡤϐὣٟὠὝἤἹὓἓἤἹὣଣἪẪἻ

ἛẩἺἿኆॄἿᜊ࿚ἝદહἓἕὀϰᑕἼἓἰἿἜἼἵἕἷὀẩụỖộभỗಆἿᦼቶࠓᆻᥨ

ᇴዾὣቃἨႵឍὣὒἦἬẪ

ṒṢṓ ұዙὉἿદહἼἵἕἷὀẩഁࠓᓈຢṛṛಲὕ״ຢᜊԦṜṠಲἸࠪὒὝἷἕἝẩ

દહὣՉἙἼἓἰἴἷὀẩᓈ͢ৌᝯἻὣἨἻἢὝὁἻἻἕẪᮺἹἨἷὀẩዶṛἼẩকៃ

ұዙἿรॅὣឍἠἤἹἹө᭷ἼἻἴἷଣἪἤἹὣଣቃἨẩұዙἼὀἻἭצὝἰἿἜὣៜ៹Ἢ

ẪዶṜἼẩഁ᫅ἿଣቃὣόἻἝẩદહὣՉἙᬢἿΖ᮫ὕẩұዙậᄀসႵឍἼܒἶἠ

ᄀসଣὀἺἓὝὁὙἕἿἜἼἵἕἷকៃـὣଣἪẪ။ἼẩรॅἝ᫅షἼὠἰὝὁ

ϰᑕἹἻἿἸẩἮἿὙἻἤἹἿἻἕὙӃϰᆋἼଣἪẪ
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３ 「体罰問題」《校長・教頭 共用》

次の設問に簡潔に答えなさい。

(1) 体罰とはどのような行為をいうのか２つ述べなさい。

(2) 体罰禁止の根拠となる法令名を何条まで書きなさい。

(3) 職員が体罰を起こした場合、問われる責任とそのを３つ書きなさい。

(4) 平成25年3月の「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について」（通知）に懲戒と体

罰の区別が記載されている。

① 懲戒と体罰の違いを説明しなさい。

② 体罰の防止に管理職（教頭）としてどのように取り組むか述べなさい。

Ṓṛṓ ȩโậᣟዾἿᣯϰἼࡠἪИ࠶ὣӈ࠻ἹἪᜊ࿚ẪȪรॅậᆷዉዾẩ။ࠪἿ߈թὣ᫅

షἼὠἰἴἷЩଡἦἬἻἺұዙậᄀসἼᒶϰᆋᖇᅕὣͥἙὙἻᜊ࿚Ẫ

ṒṜṓ ᓈຢṛṛಲഁࠓ

Ṓṝṓ ȩᜊோᡤϐẮຢψᦉᜊ࿚ἹἨἷᒭգ͢ἿᑬգᦉἼٟὠὝદહӹԋὣדἢἤἹἝἓ

Ẫếǥࠓຢṛṛಲƈ۟ҽຢṜṣಲỀ

ȪԑΖᡤϐẮၛປἼὙἴἷὀᜊᑒὕѸ࠶ᑒዾἝᦕᄄἦὝẪếԑຢṜṚṞಲẩṜṚṢಲỀ

ȫΖᡤϐế୴࠶ᢃҚᡤϐỀẮಙαὀЩᠮᒊἜἿᄋዉἷἼὙἝẩৱસὣἦἬἰװܣἼὀ

ຖᅯᡯᄄὕ፺ቒᆋἻ୴࠶ἿϷế᠐௭ỀἿூἕἝᆃᄀἪἤἹἝἓẪếǥ࠹ۋᢃҚຢṛಲ
ዾẪҽዉഁࠓἿװܣἼὀẩـлαἼᆷᢃόἝὒὝἿἸὀἻἠẩᔬຖϰἼ៧ἦὝἿἝ͜ᕊᆋẪἰἱ

ἨẩـἼௌὀ᧸ݸἻᦂݿἝἓὝὁẩকៃᔬຖϰἜἮἿـἼࡠἨҚἦὝἤἹἝἓẪỀ

ṒṞṓ ȩഁࠓᓈຢṛṛಲἼࠪἦὝદહἼὀẩ״ᜊԦṜṠಲṜ᮫ἼࠪὒὝᥗࠓẩѠ

কᄧἿԸকἷẩഁࠓᯃẩ༉ẩ࠼ẩᢧዉẩଣ࠱ὛẩԗีࢄᡤẩצẩលؐἼՉἙẩຬẩࠓ

౼ଣἻἺἝἓẪἰἱἨẩຬωͣἿદહἼἵἕἷὀẩұዙậᄀসἼᒶϰᆋᖇᅕὣͥἙὓἿ

❶ἸἻἕὛἼἛἕἷ៍ὒὝὓἿἸἓẪἰ״ຢṛṛಲϩἨ౼ἸቝยἦὝἷἕϰᑕὀẩ โ

❷ẩᣟἻἺἿұዙậᄀসἿᣯϰἼࡠἪИ࠶ὣӈ࠻ἹἪὓἿẩ รॅẩ᫅షἿᆷዉἿὙἼ

ұዙậᄀসἼᒶϰᆋᖇᅕὣͥἙὙἻὓἿὣଣἪẪἻἛଣ͢ἻἦὝἰᜊ࿚ἝϰᑕἼকἰἜ

ἺἜὀẩকៃұዙậᄀসἿোᣯἿᆃᦈၛປẩকៃᜊ࿚ἝᜊὠὝἰၛປẩᜊ࿚Ἷӈ࠻ἻἺἿ

ಲώὣբഒἨẩᏫװᆋẩងᆋἼԖ௷ἪৌᝯἝἓẪ

ṒṞṓ Ȫϰᑕὀẩᦉຢᜊ࿚ἸἓἤἹẩұዙᄀসἿোᣯἼԣἻਨথᮧὣͥἙἤἹẩـὄ

ἿἼឦἦὝἻἕẪታὀẩếഁ᫅ἿଣࡠἦἬᜊ࿚ἸἓἤἹἜẩᏉܿݿὉἿЫᮿὣᗵἨἠഁࠓ

ὓἹỀẩҹـἼࡠἨẩϰᑕἼὙἴἷұዙậᄀসἿѡҹἻᓈષὣᜊἤἹὀͤפᓞἸἓὛẩᥛἼϰ

ᑕὀẩұዙậᄀসἼՆᾜἿὣ൞ἙρἢẩἕἩὒዾὣᄀὑֻۃἼἻៗἴἰଣຢἸἓἹ

ἕܒಙ៍ᠡἿৈाὣۈẪ။ἼẩἺἿὙἻᜊ࿚ἝϰᑕἼকἰἜἼἵἕἷẩụỖộभỗಆἿ

ᦼቶࠓᆻᥨᇴἿԗᒈΖЇἼܒἶἕἷรἨἠӃϰᆋἼႵឍἦἬἰὒἿഁӈᇿЯὣᜊẪ

ἰẩـἝұዙậᄀসὉἿଣἸۆᭇὣૹἙἰװܣὕẩؔۇἼϰᑕἹדἢגὝἜἾἻἕଣ

ὣἜἢἰװܣἼὀẩ͜αἸૹἙἻἕἸታếᮺỀὕοἿـዾὉؐܢậᆸ៦ἝἸჟ

ܻὣ᧮ષἨẩϰᑕὣἨἻἕậἦἬἻἕϰԞὣጭἠẪ
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４ 「道徳教育の充実」《校長・教頭 共用》

平成27年３月に学習指導要領が一部改訂された。これについて次の設問に簡潔に答えなさい。

(1) 今回の改訂の概要として３項目あげ、簡潔に述べなさい。

(2) 従来の「道徳の時間」の目標と、新たな「特別の教科道徳」の目標の相違点を３点あげなさい。

(3) 内容項目については、小学校低学年で３つ、中学年で２つ増えているのに対し、中学校では２つ

減っている。この項目の変更について、どうとらえますか。

(4) 道徳教育の充実のため、教職員の指導力向上に関して、最も重要だと考えることは何ですか。

(5) 道徳性の評価についての工夫が求められている。あなたは、管理職として、この問題にどう取り

組みますか。

❶Ṓṛṓ θۂἿைនἿඏᝯὀẩฌἿỘ࿙ἸἓẪ ᦇἿషἝẩị။ԗἿቶᦇỌἹἨἷϫᑔ

❷ ❸ἶἢὝἰẪ ᆵෂὣటሦἸႵឍἨὕἪἕὓἿἼை٫ἨἰẪ ӈ࠻ἼἮὝἯὝά̵ᾳ̵ᾍἝἵἢ

❹ ❺ὝẩὠἜὛὕἪἕෂឞἹἻἴἷἕẪ ຢὉἿை٫ὣᜊẪණἸՕ್ᆋἻଣݳ ͜α͜αἿ

❶ᕠἦὣϣὁἨẩષ᫅ὣМἪἰὒἿ឵ГὣҧἪẪếω͢Ἔỗ᮫ᆵὣἓἣẪ ὀݰἬἻἕἹἤ

ἸἓẪỀ

❶ṒṜṓ ᆸᦉ࿙ὀ ịᦇἿషỌἿᆵෂὀᦇᆋᣁՆἿᓈષἸἓἿἼࡠἨẩị။ԗἿቶ

❷ᦇỌἿᆵෂὀᦇ৮ἿᓈષἹἻἴἷἕἤἹẩ ịᦇᆋГщἿᔬỌἜẩịᦇᆋГщ

❸ἿႵឍỌὉἹχὠἴἷἕἤἹẩ ௹ἰἼịࠓᑹỌἹἕធἝᥖՉἦὝἷἕἤἹẩἿỗ࿙ἸἓẪ

Ṓṝṓ Ἷϰᎏ৮ὣ᱔ὒἹἹὓἼẩඥષὕἾἕὣὠἜὛὕἪἠἨἷ࠻ἸἿӈഁࠓἜͳഁࠓ

ଣἿՕ႖ὣ͢ἣὙἦὝἷἕẪ

ṒṞṓ ᦇἝịቶỌἹἨἷϫᑔἶἢὝἷὓẫଣἪἿὀϐἸἓẪহἴἷẩἪὊἷἿـ

ἝẫἦἼҧἨἰංὣᜊἰὒἿࣸݻậை٫ἼՍὒẫұዙᄀসἿোἼࢇẫᦇ৮ὣ᱔ὒ

ංὣᣁἪἤἹἝἸὙẩ͜ἿଣՆ͢ἝὒὝẪἮἿἰὒἼὀẫᦇᆋГщ

ἿႵឍὣۈࠓᑹଣຢἿᇿካἹẩᦇᆋ੪ॄὣᓈષἪἰὒἿഁࠓἹे࠹ậ۟܌ἹἿ

֠ՆἝͤפซἸἓἹᒈἙẪ

Ṓṟṓ θۂἿைនἼἛἕἷὀẩଣἼᄀἜἪ឵ГἹἕܒಙ߈թὀݪ౹ἻἕἝẩᄀসἿࠓᑹၛ

ປὕᦇ৮Ἷષ᫅ἿණࠄἿ૪୫ἝቃἦὝẩὙὛӃϰᆋἼෂឞἦὝἷἕẪἤὝὣדἢẩታὀዶ͜

Ἴẩịᦇ৮Ἷ឵ГὣὙὛὙἕଣἼᄀἜἪὯᾮάᾩᾭᾤậᾢᾑὼᾥᾷᾌỌἝݸΖἱἹᒈἙẪ឵Гὣ

ᜊἼἓἰἴἷὀẩᄀসἿᒈἙὕᜊՠἿ࠻ݪἿឞᩲὣԋἨẩἮὝὣଣផᄏἼధἦἬἷἕ

ἠৌᝯἝἓἹᒈἙẪἰẩዶΗἼẩᄀসᔬἝϰᆋἼࠓὄẩᔬԋὣଭὛ᥆ἤἹἸᦇ৮Ἕ

᱔ង࿙Ἔẩịᔬࣾ឵ГᓞՆἿᓈષỌὓ᧸ᝯἸἓẪᦇଭὛ᥆Ὓᾒ̵ᾌἻἺὣഁӈἸϷષ

ἨẩᔬԋὕᦈἿẩओἿίᾥᾷᾌἻἺὣᥨἨẩᔬࣾὣଭὛ᥆ἤἹἝἸᔬࣾ឵ГᓞՆἿ

ᓈષἼגὛᎲὐἰἕẪ
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５ 「教科用図書」《校長・教頭 共用》

次の設問に簡潔に答えなさい。

(1) 教科書の使用義務について規定している法令は何法の何条か。

(2) ①教科書の定義について説明せよ。②また、定義の根拠となる法令は何法何条か。

(3) 学校において使用しなければならない「教科用図書」について、法律上３つ規定されている。高等

学校等において適切な教科書がない場合に一般図書を「教科用図書」として使用できる場合の他、二

つを答えなさい。

(4) 教科書の採択に関する法令名を書きなさい。

(5) 教科用図書（教科書）の検定制度の概要について、説明しなさい。

(6) 教科用図書（教科書）の採択制度の概要について、説明しなさい。

(7) 平成27年4月1日施行された「義務教育書学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正する

法律」では、教科書の検定や採択に関する規定の改正が行われた。教科書採択については、どのよう

な点が改正されたか。３点あげなさい。

Ṓṛṓ ᓈຢṝṞಲഁࠓ

ṒṜṓ ȩቶ౼ἹὀẩᓈኆἿඥષἼἩἷᎲᐟୋԔἦὝἰቶἿἰἹἨἷẩἿ

ᄄἼАἬὝұዙậᄀসᄄۈ౼ἸẩᦼቶݸࠓᔨἿࠪὣᎷἰὓἿὀᦼቶࠓᆻἝᗵϷ

ἿᑬὣಇἪὓἿὣἕẪȪቶ౼ἿᆃᜊἼἪᔫషᑔຢṜಲ

Ṓṝṓ ᦼቶࠓᆻࠪ་ቶ౼ἹᦼቶࠓᆻᗵϷቶ౼ἸἓẪ
ếǥịቶᄄۈ౼ỌἼὀഁࠓᓈຢṝṞಲἼࠪὒᦼቶݸࠓᔨἿࠪὣᎷἰịᦼቶࠓᆻࠪ་ቶ౼ỌἹẩ

ᦼቶࠓᆻἝᗵϷἿᑬὣಇἪịᦼቶࠓᆻᗵϷቶ౼ỌἝἓẪἤὝἼՉἙἷẩ᱔ዾഁࠓẩͳዾᓈഁࠓ

Ἷಓኆὄ။ԗூ୯ഁࠓͰὄἼ။ԗூ୯ࠓἼἛἕἷᦕԌἻቶ౼ἝἻἕἻἺἿ။ԗἻװܣἼὀẩ͜ᕊۈ

౼ὣịቶᄄۈ౼ỌἹἨἷЂᄄἪἤἹἝἸế״ຢԦṣಲỀẪỀ

ṒṞṓ ᑬգᓈഁࠓἿቶᄄۈ౼ἿᑔἼἪຢ

Ṓṟṓ ᥨचὀẩἿቶ౼ᆃᜊᒊἼὙὛᗵϷᏸᬹἦὝἰẩᦼቶݸࠓᔨἿࠪὣᎷἰቶ

౼ὣЂᄄἨἻἢὝὁἻἻἕẪᦼቶݸࠓᔨὀẩቶᄄۈ౼ࠪ៣ࡖᠪϜὉἿٟἹጆᄋẩ

ቶ౼៣ࠨἼὙ៣ὣᎷἷẩቶᄄۈ౼ࠪܒ༾ἼܒἶἕἷࠪὣᜊἤἹἼἻἴἷἕẪ

ṒṠṓ ᑬգᓈഁࠓἿቶᄄۈ౼ἿᑔἼἪຢἸὀẩἿᒊἸἓइᄎ

ಪᓈـϜἝᦕԌἻὣሦЩἸὙἼẩᧀᦇूᇁᓈـϜἝᇿካὣᜊἕẩ

ᒊἼଣậՌធậ୯ՌὣᜊἤἹἹἻἴἷἕẪᧀᦇूᇁᓈـϜὀẩ۟ὣឥࠪἨẩ۟

Ἷቶ౼ὣ͜״ἶἕἷኑᆵἥἹἼܒϜὀẩ֠ᠪϜἼἛἢ֠ᠪᎺ್ἼـӈἿइᄎಪᓈ

ἪἤἹἼἻἴἷἕẪ
ếǥኑᯌἓቶᄄۈ౼ἜഁࠓἸЂᄄἪṛኑᯌἿቶ౼ὣἪὀẩҽዉഁࠓἼἛἕἷὀጢἿ

ᓈـϜἼἓẪἿຢἼἵἕἷὀẩếۋҽታዉἿỀᑬգᓈഁࠓἼἵἕἷὀẩቶ౼ҚᑔຢἼࠪὒ

ὝἷἕỀẪ

❶Ṓṡṓ Ӏ״۟ӈἿइᄎಪᓈـϜὀẩኑᆵἥἹἼ͜״Ἷቶ౼ὣἨἻἢὝὁἻ

❷ἻἕἤἹẪ ᧀᦇूᇁᓈـϜἝឥࠪἪ۟Ἷឥ֢ࠪϫὣịइᦹỌἜịइᄎಪỌἼ

ἨἰἤἹẪ౹ݪ❸ Ꮊ್ὄႵᄉዾἿहܢՍՆἝࠪὒὝἰἤἹẪ
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６ 「信頼される学校づくり～保護者・地域との連携」《校長・教頭 共用》

「信頼される学校づくり」を推進するためには，保護者・地域との連携が不可欠である。これに関す

る次の各設問に簡潔に答えなさい。

(1) 保護者や地域との連携の必要性について、どのように考えますか。

(2) 保護者や地域との連携により、どのような効果があると考えますか。

(3) 保護者や地域との連携を推進するため、管理職であるあなたは、どのように取り組みますか。

Ṓṛṓ ἹἿἝἓἴἷἤἮẫ᱔ἕᓈՕ್ὣἓἣ܌ὀẫЩᠮᒊὕ۟ഁࠓἿͳἼἓҽዉ܌۟

ἤἹἝἸẪᓈܒಙຢṛṝಲἼὀịഁࠓẫे࠹ὄ۟܌ϭἻἺἿᆸΚἿậ֠ՆỌἿ᧸

ᝯ৮ἝቃἦὝἷἛὛẩἮἿ᧸ᝯ৮Ἕঊ៣ἦὝἷἕẪἨἜἨẫГщងἿݳණցẩᧀइցậᦂᄸցẩ

ഈ࠹అցዾẩቅϜၛປἿݪցἼϡἕẩ۟܌ίᾣᾩᾏᾊὧἝऋᙐἼἻἴἷἕႲၛἝἓẪἮἤἸẫ

ἿɴἹἿὣἕἴἮὒẫᆸΚἝἮὝἯὝἿনԸὣ್ἰἪἤἹἼὙ܌ὀẫЩᠮᒊὕ۟ഁࠓ

ὛẫᓈἿᆵᆋἿᦈષἼ᥅ἶἠἤἹἝἸἹᒈἙẪ
ếǥᓈܒಙຢṛṝಲἼịഁࠓẫे࠹ὄ۟܌ϭἮἿοἿЛᒊὀẫᓈἼἛἢἮὝἯὝἿনԸἹᡤϐὣᔬ

ἪἹἹὓἼẫᆸΚἿὄ֠ՆἼՍὒὓἿἹἪỌἹቃἦὝἷἕẪহಶὀẫഁࠓἝ۟܌ίᾣᾩᾏᾊὧἿͳোᆋἻ

নԸὣ್ἰἨἷἕἰἝẫᧀइցὕഈ࠹అցዾἼϡἕẫ۟܌ίᾣᾩᾏᾊὧἮἿὓἿἝՆὣݿἴἷἰႲၛἝἓẪἨἜἨẫ

ἕἝऋװἿூἙݜ״ϭ܌ẫ۟ݜ״ණἻαЛὣඥጭἸἻἕἤἹẫἰЩᠮᒊݳἱἢἸὀẫұዙᄀসἝഁࠓ

ᙐἼἻἴἷἕἤἹἻἺἜẫᆸΚἿἿৌᝯ৮Ἕ᱔ἴἷἕẪỀ

ṒṜṓ ἺὓἰἲࠄἸᓈἵ܌ἝἮὝἯὝἿনԸὣ್ἰἨἪἤἹἼὙὛẫ۟܌ậЩᠮᒊậ۟ഁࠓ

ὀᾔᾭᾷώἿἹὝἰષ᫅ὣۈἤἹἝἸẪे࠹ὕ۟܌ἿᓈՆὣഁࠓἼגὛὤἱὛẩഁࠓ

Ἕ۟܌ቅϜὉἿᡞၿὣ್ἰἪἤἹἸẩЫᮿἦὝഁࠓἶἠὛὣୖᥳἪἤἹἝἸẪ

Ṓṝṓ ὛᎲὐἰἕẪגᨃὣӃႲցἪἰὒἼẫωͣἿὙἻỖ࿙ἼڀᎷഁࠓ

ዶ͜࿙ὀẩഁࠓூ୯۟܌ಙᦼἼὙЩᠮᒊὕ۟܌ἹἿঊցἸἓẪᓈـϜἹὓ

ἨἻἝịഁࠓூ୯۟܌ಙᦼỌὣዉἲ͢ἣẩ۟܌ί̵ᾋὧᾑ̵ᾃ̵ὣڗἨẩഁࠓἿɴἿ

ᓈໄՠὉἿூ୯ὣᜊἴἷἕἰἱἠẪἰἹἙὁẫᏫװᆋἻࠓᑹἿషἼৌᝯἻ᠏ओὣ۟܌ἿͳἜ

ୖᙜἨἷὓἻἺẫഁࠓἝ૪୫ἨἷἕἻἕܢὣὓἹἼί̵ᾋὧᾑ̵ᾌἨἷഁࠓᓈἿҧὣۈ

ẪἰẫࠓՆ͢ὣୖᥳἪἰὒἼẫ࠱ἼҸἴἷἕἰἱẫओἿՌᆋἻনԸὣ್ἰἨἷὓ

ἻἺẫ۟܌αὣՕ್ᆋἼໄᄄἨἷἕἠẪ

ዶΗ࿙ἹἨἷẩഁࠓἝ۟܌ίᾣᾩᾏᾊὧἿଔ࿙ἹἨἷἿনԸὣ್ἰἪἤἹἸἓẪἮἿἰὒἼὀẩ

Щᠮᒊὕ۟܌ἿಓরἼኟඇᆋἼጆἙἷἕἠἤἹἝซἜἬἻἕẪἤὝἸὓẩЩᠮᒊὕ۟܌Ἴẫࠓ

ഁἿגᎲὕႲၛὣϞἙՍՆὀᜊἴἷἰẪἨἜἨẩἮὝἱἢἸὀἻἠẩഁࠓἝ۟܌Ὁἴἷԅ

Ἱἕ߈թἝৌᝯἸἓẪἮἤἸẩЩᠮᒊὕ۟܌Ἷᾏ̵ὣ૪୫ἨẩἮἿႲἼՍՆἨἷἕἠẪ

ἰẩұዙᄀসὓᒭـὓẩ۟܌ցໄՠὕ۟܌ᜊΖὉἿᎲᐟᆋἼᄏἨἰὛẩ۟܌ቅϜὉἿ

ὛᎲὐἰἕẪἤגἺὓἰἲἿᓈષἼࠄὣூἙαἹἻ܌ಶ۟ࡦξໄՠὣᜊἴἰὛἪἻἺẩއ

ὝἼὙὛẩഁࠓὣଔ࿙ἹἨἰ۟܌ίᾣᾩᾏᾊὧἿӍඥጭὣۈὛἰἕẪ
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７ 「信頼される学校づくり～教職員の資質の向上」《校長・教頭 共用》

教職員には子どもたちの未来が託されており，今，学校には教職員の資質を高めていくための工夫が

求められている。信頼される学校づくりの推進ため、あなたは校長として，教職員の資質向上に向けて

どのように取り組むか。具体的に述べなさい。

ቅϜὕЩᠮᒊἿᾏ̵ὣἨἴἜὛ܌ቅϜὕЩᠮᒊἜЫᮿὣἼὀẩ۟܌ἝᇄἼ۟ഁࠓ

ଲἙẩἮἿಓরἼἙὝᓈໄՠὣᇎἼᫌἨἷἕἠৌᝯἝἓẪἮἿἰὒἼὀẫᒭـἿ

ᒭգᜊὉἿฏὣॺԅἨẫഁࠓὣὙὛᎲᐟᆋἼෛᓞἦἬẫഁࠓҹϰἿᓈՆὣ᱔ὒἷἕἠἤ

ἹἝὒὝἷἕẪ

ἿभᵨඥષـἕẪἨἜἨẩᒭݸαὃἹὛἿՆ᧺ἼὙἹἤἝ͜ـἿᓈՆὀẩᒭഁࠓ

ἿὦᾷᾔᾭᾷώցἻἺἼὙὛẫҜὝἰංՆὕᄀসଣՆὣѰἙἰᒭـὣἺᓈἷἷἕἠἜἝټ

ᏩἿᯃἹἻἴἷἕẪ

ἤὝἿᯃὣឍἪἰὒἼẩታὀഁ᫅ἹἨἷẫịංை٫ὣୖᥳἪᒭـἿᠡ᱔

୩ỌẩịഁࠓἿഈἹἻᾣᾍᾯᾮ̵ᾄ̵Ἷᆃ୍ἹᓈષỌẩịᾝᾊᾭᾷἹἕὠὝᒭـἿໄᄄỌἿỗ

࿙ἜẫـὣଣậᓈષἨἷἕἰἕẪ

ổ ᒭـἿᠡ᱔୩Ǘ឵ഁࠓГύώᾊᾤἿඥጭἼὙـἿංՆ͢

ංὣ಄ὓՕ႖ᆋἼݪἙẫᒭـἿංՆὣሦἼ͢ἦἬẫԌርႸሳἪओᬹۄἿᓈ

ષὣۈἰὒἼಇՕἻใὀẫݰᦼἜἿ឵ГἸἓẪᄀসὕЩᠮᒊἼὙං឵ГếЛᒊ

឵ГỀὣҸἨẩᒭـἿᠡἿᮀݪὣМἨẩංՆ͢ὣۈὛἰἕẪ

Ỗ ᾣᾍᾯᾮ̵ᾄ̵ἿᓈષǗଣậᓈષᾅ̵ᾤἿᏸષ

ᾣᾍᾯᾮ̵ᾄ̵ὀẫ්ͰὄᠡἿঊἕᒭـᎲᐟἼໄՆὣͥἙẫᎲᐟᆋἻαᓈષὣۈἰ
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